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衆
議
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貴
之
君
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プ
ラ
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マ
リ
ー
バ
ラ
ン
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黒
字
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問
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る
答
弁
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一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
二
千
二
十
五
年
度
の
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
（
以
下
「
基
礎
的
財
政
収

支
」
と
い
う
。
）
の
黒
字
化
を
財
政
健
全
化
目
標
と
し
た
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
（
平
成
三
十

年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
少
子
高
齢
化
の
進
展
や
現
役
世
代
の
減
少
な
ど
の
人
口
構
造
の
変
動
を
踏
ま
え

れ
ば
、
団
塊
世
代
が
七
十
五
歳
に
入
り
始
め
る
ま
で
に
、
社
会
保
障
制
度
の
基
盤
強
化
を
進
め
、
全
て
の
団
塊
世
代
が
七
十

五
歳
以
上
に
な
る
ま
で
に
、
財
政
健
全
化
の
道
筋
を
確
か
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
を
財
政
健
全
化
の
目
標
と
し
て
採
用
し
て
い
る
国
」
に
つ
い
て
は
、
現
時

点
で
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
欧
州
連
合
加
盟
国
に
お
い
て
は
、
基
礎
的
財
政
収
支
に
利
払

費
を
加
え
た
財
政
収
支
を
基
準
と
し
た
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
」
に
つ
い
て
は
、
「
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す



 

２ 

 

る
基
本
方
針
」
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
骨
太
方
針
二
〇
〇
一
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
平

成
十
四
年
度
に
お
い
て
、
財
政
健
全
化
の
第
一
歩
と
し
て
、
国
債
発
行
を
三
十
兆
円
以
下
に
抑
制
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る

。
そ
の
後
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
黒
字
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
政
策
運
営
を
行
う
。
」
と
さ
れ
た
。 

 
 

ま
た
、
骨
太
方
針
二
〇
〇
一
に
お
い
て
、
「
本
格
的
な
財
政
再
建
に
取
り
組
む
際
の
中
期
目
標
と
し
て
、
ま
ず
は
「
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
黒
字
に
す
る
こ
と
（
過
去
の
借
金
の
元
利
払
い
以
外
の
歳
出
は
新
た
な
借
金
に
頼
ら
な
い
こ
と
）
」

を
目
指
す
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
そ
の
意
義
と
し
て
、
「
現
在
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
は
、
将
来
の

世
代
に
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
現
在
の
税
収
等
で
賄
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
世
代
間
の
公
平
を
図
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

」
と
い
う
こ
と
及
び
「
財
政
の
中
長
期
的
な
持
続
可
能
性
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
黒
字
に
す

る
こ
と
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
。
・
・
・
金
利
が
成
長
率
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
、
元
本
と
利
子
の
合
計
が
Ｇ
Ｄ

Ｐ
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
増
え
る
状
況
で
は
、
債
務
残
高
が
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
増
大
す
る
こ
と
を
止
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
、

元
利
払
い
以
上
の
借
金
を
新
た
に
行
わ
な
い
こ
と
が
必
要
条
件
と
な
る
。
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 


